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事 業 計 画 書 

 

Ⅰ 基本方針 

  本協会は、「スポーツによる 人づくり まちづくり」の実現を目的に、誰

もがスポーツを楽しみスポーツに価値を見出すことができるよう、新たなス

ポーツ文化の推進を図るとともに、すべての人々がスポーツを通じて健康で

健やかな日々を送り、幸福で豊かな生活を営むことができる社会の創出を目

指してまいります。 

 

Ⅱ 重点項目 

  スポーツは、喜びや感動をもたらすことや、心身の健康増進、競技力向上

による達成感・爽快感、そしてスポーツを通じた相互理解による地域の一体

感を創り出すなど、多面にわたる効果が期待されています。スポーツが持っ

ているこれらの力により、「スポーツによる 人づくり まちづくり」の実

現に向けた施策を推進します。 

 １ スポーツ推進のための環境整備 

   スポーツに親しむことができる機会を提供するため、幅広い年齢層を対

象としたスポーツ教室を開催します。 

 ２ 中学生を対象としたスポーツイベントの充実 

   中学生のスポーツ活動の充実を図るため、厚木市出身のスポーツ選手や

トップアスリートを講師に招いたスポーツイベントを開催します。 

 ３ 市民のスポーツ活動の拠点づくり 

   市民に親しまれるスポーツ施設を目指し、安心・安全・快適なスポーツ施

設の管理・運営に努めてまいります。 

 ４ 積極的な情報発信の取り組み 

   これまでもホームページや広報紙を活用して、事業の周知等に取り組ん

でいますが、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）など、多

様な手法を活用し、積極的な情報発信に取り組みます。 

 

Ⅲ 公益目的事業 

  市民スポーツの普及・振興、競技力の向上及びスポーツに関する指導者・組

織の育成を図り、もって厚木市民の健全な心身の発達と明るく豊かな市民生

活の形成に寄与することを目的に各種事業を開催します。 

 １ スポーツ教室及びスポーツに関する競技会等の開催(定款第４条第１項第１号) 

 （１）スポーツ教室の開催 
    生涯スポーツの普及及び促進を図るため、市民ニーズに対応したスポ

ーツ教室を開催します。【別紙１のとおり】 
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 （２）スポーツフェスティバルの開催 
    子どもの体力向上と元気な子どもの育成を図るため、スポーツ体験イ

ベントを開催します。 

     ・実施期日  11月23日(月)  

     ・場  所  市営南毛利スポーツセンター 

     ・内  容  スポーツ教室等の開催 

 （３）あつぎスポーツアカデミーの推進 
    「トップアスリートの育成」と「市民のスポーツ活動の推進」を図るた

め、スポーツアカデミーを開催します。【別紙２のとおり】 

 （４）スポーツ大会の開催 

    競技力の向上及び参加選手の相互交流を図るため、本協会加盟団体と

協力して選手権大会を開催するほか、小学生及び中学生の育成を図るた

め、スポーツ大会を開催します。 

   ア 競技別選手権大会 

     ・実施期間  4月～3月 

     ・種  目  陸上競技、軟式野球、柔道、ソフトテニス、バレーボ

ール、バスケットボール、剣道、水泳、弓道、山岳、卓

球、サッカー、バドミントン、クレー射撃、少林寺拳法、

テニス、スキー、ソフトボール、ゲートボール、ゴルフ、

ダンススポーツ、ボウリング、ラグビーフットボール、

空手道、バウンドテニス、グラウンド・ゴルフ、ターゲ

ット・バードゴルフ、ハンドボール 

     ・場  所  市内スポーツ施設ほか 

   イ 中学生ソフトテニス大会 

     ・実施期日  4月18日(土) 

     ・場  所  市営南毛利スポーツセンター 

     ・対  象  中学生 

   ウ 小学生サッカー大会 

     ・実施期間  4月～1月〔開会式 4月26日(日)〕 

     ・場  所  市内スポーツ広場ほか 

     ・対  象  小学生 

   エ 少年野球大会 

     ・実施期日  5月9日(土)～3月 

     ・場  所  猿ケ島野球場ほか 

     ・対  象  小学生・中学生 

   オ 小学生ソフトボール大会 

     ・実施期日  6月20日(土)・6月28日(日)・7月11日(土)

     ・場  所  ツユキ及川球技場 

     ・対  象  小学生 
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   カ 小学生・中学生バスケットボール大会 

     ・実施期日  8月1日(土)～8月29日(土) 

     ・場  所  荻野運動公園体育館ほか 

     ・対  象  小学生・中学生 

   キ 中学生卓球大会 

     ・実施期日  8月29日(土) 

     ・場  所  市営南毛利スポーツセンター 

     ・対  象  中学生 

   ク 小学生・中学生剣道演武大会 

     ・実施期日  3月21日(日) 

     ・場  所  市営南毛利スポーツセンター 

     ・対  象  小学生・中学生 

   ケ 月例マラソン 

     ・実施期日  11月15日(日)・12月13日(日)・2月21日(日)（予定） 

     ・場  所  荻野運動公園 

     ・対  象  小学生以上 

 （５）あつぎウォークの開催 

    市民の健康維持・増進と生涯スポーツの振興を図るため、ウォーキング

イベントを開催します。 

     ・実施期日  11月3日(火) 

 （６）あつぎマラソンの開催 

    市民の健康維持・増進と生涯スポーツの振興を図るため、あつぎマラソ

ンを開催します。 

     ・実施期日  10月25日(日) 

 
 ２ スポーツに関する指導者の養成(定款第４条第１項第２号) 

 （１）スポーツセミナーの開催 
    スポーツ活動において必要とされる知識の習得を目的に、各種研修講

座を開催します。 
 （２）スポーツボランティアの確保・育成 
    スポーツ大会の運営を支えるボランティアの確保・育成を図ります。 
 
 ３ スポーツに関する情報の収集及び提供(定款第４条第１項第３号) 

 （１）スポーツ協会情報紙の発行 
    本協会の活動をはじめ、各種のスポーツ情報を幅広く紹介します。 
    ・発行時期  6月 

    ・発行部数  約81,500部 

    ・配 布 先  市内全戸、市内公共施設、県内市町村、賛助会員等 
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 （２）スポーツ情報コーナーの設置、充実 
    スポーツに関する書籍及び各種資料を収集し、施設内への掲示・陳列に

より、市民に広く情報を提供します。 
    ・設置場所  市営東町スポーツセンター、市営及川球技場、市営猿ケ

島スポーツセンター、市営南毛利スポーツセンター 
    ・内  容  日刊新聞、スポーツ関係雑誌、各種スポーツサークル 

情報等 ※施設により、内容等は異なる。 
 （３）タブレット端末を活用したスポーツ情報等の提供 
    スポーツや健康づくりなど幅広いジャンルの電子書籍を提供します。 
    ・設置場所  市営南毛利スポーツセンター 
 （４）ホームページによるスポーツ情報の提供 
    本協会のホームページを充実させ、最新のスポーツ教室の開催状況及

び各種スポーツ情報を迅速に提供するとともに、市民ニーズに対応する

幅広い情報の提供を図ります。また、フェイスブックやインスタグラムな

どを活用し、情報発信の充実を図ります。 
 （５）加盟団体との意見交換会の開催 
    本協会加盟団体との連携を図り、効率的にスポーツ事業を展開するた

めに加盟団体との情報交換及び意見交換を行います。 
 
 ４ スポーツに関する交流の促進(定款第４条第１項第４号) 
 （１）スポーツ人のつどいの開催 
    スポーツ関係者が一堂に会し、スポーツ協会表彰を行うとともに、参加

者相互の情報交換と交流を促進します。 

    ・実施時期  3月13日(土)（予定） 

    ・場  所  レンブラントホテル厚木 

    ・対  象  スポーツ協会表彰被表彰者、スポーツ関係団体代表、 
          加盟団体代表、賛助会員、スポーツ協会役員、評議員等 
 （２）スポーツ交流の推進 
    スポーツ交流を促進し、他市との親善と友好を深めるとともに本市ス

ポーツ事業の更なる推進を図ります。 
 
 ５ 厚木市のスポーツ施設の管理運営(定款第４条第１項第７号) 
 （１）厚木市のスポーツ施設の管理運営 
    指定管理者として指定を受けたスポーツ施設等については、親しみや

すく、利用しやすい施設運営に心がけるとともに、施設を活用したスポー

ツ教室等の自主事業を開催し、市民ニーズに対応したサービスの向上と

利用者の拡大に努めます。 
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 （２）アンケートによる意見聴取 
    施設来場者を対象に、管理施設に関する内容や各種スポーツ事業等に

関するアンケート調査を実施して市民ニーズの情報収集を図ります。 
    なお、収集した情報は事業等への反映を検討するほか、集計結果の公表

も行います。 
 
 
Ⅳ 収益事業 

 １ 自動販売機管理等事業(定款第４条第１項８号) 

   市内のスポーツ施設の利用者等に対する利便性の向上を図るため、自動

販売機の管理及びスナック菓子の販売などを行います。なお、当事業の収益

は本協会で実施する公益目的事業の財源として充当します。 

 
Ⅴ その他事業 

 １ 加盟団体助成事業(定款第４条第１項第１号、第２号、第５号) 

   スポーツの普及及び促進という本協会の目的を達成するために、本協会 

  加盟団体に対して助成金を交付します。 

 （１）スポーツ競技会の開催事業 

    本協会加盟団体が本協会と共催で行う競技別選手権大会の開催に対し

て助成金を交付します。 

 （２）審判員及び指導者養成事業 

    本協会加盟団体が審判員及び指導者の養成を目的として実施する事業

に対して助成金を交付します。 

 （３）選手育成強化事業 

    本協会加盟団体が選手の育成又は強化を目的として組織的、計画的に

実施する事業に対して助成金を交付します。 

 （４）加盟団体活動事業 

    本協会の加盟団体に対して活動費の一部を助成します。 
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№ 教室名
開催
日数

期日 　時間 会場 対象
募集
人数

参加費

1 ジュニアハンドボール教室 3 4/11(土)～4/25(土) 9:30～11:30 南毛利ＳＣ体育室 小・中学生 20 800

2 ターゲット・バードゴルフ教室 1 4/15(水) 9:00～11:00  下川入ターゲット・バードゴルフ場 一　　　般 20 無料

3 グラウンド・ゴルフ教室 1 4/23(木) 9:30～12:00 ツユキ及川球技場 一　　　般 20 500

4 第１回初級・中級テニス教室 6 5/8(金)～5/27(水) 19:00～20:45 南毛利ＳＣテニスコート 一　　　般 50 3,000

5 第１回ジュニアソフトテニス教室 4 5/9(土)～5/30(土) 9:30～11:30 南毛利ＳＣテニスコート 小　学　生 50 1,500

6 タグラグビー教室 3 5/16(土)～5/30(土) 10:00～12:00 東町ＳＣ第１体育室 小学生以上 30 600

7 初心者弓道教室 10 5/18(月)～6/18(木) 18:30～20:30 東町ＳＣ弓道場 中学生以上 30 3,000

8 初級・中級ジュニアテニス教室 4 5/30(土)～6/27(土) 17:00～18:50 南毛利ＳＣテニスコート 小・中学生 20 1,500

① 9:30～11:00 20
②11:30～13:00 20

10 中学生バレーボール教室 3 6/13(土)～6/27(土) 18:30～20:30 南毛利ＳＣ体育室 中　学　生 20 500

11 初心者バウンドテニス教室 2 7/11(土)・7/18(土) 10:00～12:00 東町ＳＣ第１体育室 小学生以上 20 1,000

12 初心者ジュニア水泳教室 2 7/18(土)・7/19(日) 9:30～11:30 市内小学校水泳プール 小　学　生 50 2,500

13 初級・中級ボウリング教室 2 7/25(土)・7/26(日) 10:30～12:30 厚木ツマダボウル 小学生以上 30 2,500

14 初心者ジュニア剣道教室 4 7/25(土)～8/9(日) 9:30～11:30 東町ＳＣ第２武道場 小　学　生 25 1,000

①10:00～12:00 幼稚園年中～小３ 25
②13:30～15:30 幼稚園年中～小６ 25

16 少林寺拳法教室 2 9/12(土)・9/26(土) 10:00～11:30 南毛利ＳＣ多目的室 小学生以上 20 無料

17 なぎなた体験教室 3 9/12(土)～9/26(土) 10:00～12:00 東町ＳＣ第２武道場 小学生以上 20 無料

18 ジュニアゴルフ教室 2 10/3(土)・10/4(日) 10:00～11:30 市内ゴルフ練習場 小３ ～ 小６ 10 3,000

19 第２回初級・中級テニス教室 6 10/7(水)～10/23(金) 19:00～20:45 南毛利ＳＣテニスコート 一　　　般 50 3,000

20 キッズサッカー教室 2 10/24(土)・10/31(土) 13:00～15:00 南毛利ＳＣ体育室 幼稚園年中～小３ 60 500

21 小学生バレーボール教室 3 10/24(土)～11/8(日) 18:30～20:30 南毛利ＳＣ体育室 小　学　生 20 無料

22 軽登山教室 2 10月
19:00～20:30
7:00～18:30

アミューあつぎ
未定

一　　　般 30 5,000

23 第２回ジュニアソフトテニス教室 1 11/14(土) 9:00～16:00 南毛利ＳＣテニスコート 中学１･２年生 200 800

24 ジュニア陸上競技教室 6 11/14(土)～2/27(土) 9:30～11:30 荻野運動公園競技場 小４～中学生 250 500

25 ヨガ教室 3 11/17(火)～12/1(火) 11:00～12:15 南毛利ＳＣ多目的室 一　　　般 10 1,500

26 ミニバスケットボール教室 2 11/21(土)・11/22(日) 10:00～12:00 南毛利ＳＣ体育室 小　学　生 30 600

27 ボクシングエクササイズ教室 3 11/30(月)～12/14(月) 19:00～20:30 東町ＳＣ第２体育室 小学生以上 20 1,000

①9:30～10:20 15
②10:50～11:40 15

29 ジュニアソフトボール教室 1 12/13(日) 9:00～12:30 厚木王子高校グラウンド 中　学　生 50 500

30 初級・中級卓球教室 3 1/16(土)～1/30(土) 10:00～12:00 南毛利ＳＣ体育室 小学生以上 30 1,500

①10:00～12:00 幼稚園年中～小3 25
②13:30～15:30 幼稚園年中～小6 25

32 初心者空手道教室 3 1/17(日)～1/31(日) 10:00～11:30 東町ＳＣ第２武道場 小学生以上 20 800

33 バドミントン教室 4 1/24(日)～2/28(日) 13:00～15:30 南毛利ＳＣ体育室 小学生以上 40 2,000

20:00～出発
帰着～20:00

35 初心者柔道教室 3 2/14(日)～2/28(日) 9:30～11:30 東町ＳＣ第１武道場 ４歳以上 30 1,000

1第２回キッズテニス教室

スキー教室

1/17(日) 南毛利ＳＣ体育室

幼稚園年長～小２南毛利ＳＣ多目的室

令和８年度　スポーツ教室一覧

9 ジュニアトランポリン教室 2 6/13(土)・6/14(日) 猿ケ島ＳＣ体育室 小　学　生 1,000

1キッズダンス教室28 12/12(土)

31

800

34

800東町ＳＣ第１体育室1第１回キッズテニス教室15 8/8(土)

2/5(金)～2/7(日) 38,00030一　　　般未定3

800

別紙１
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№ 教室名
開催
日数

期日 　時間 会場 対象
募集
人数

参加費

1 第１回小学生フェンシングアカデミー 1日 4/29(水) 9:15～10:45 南毛利ＳＣ多目的室 小　学　生 10 500

2 第２回小学生フェンシングアカデミー 1日 6/27(土) 9:15～10:45 南毛利ＳＣ多目的室 小　学　生 10 500

3 第１回中学生軟式野球アカデミー 2日 7/15(水)・7/17(金) 18:00～20:50 玉川野球場 中　学　生 20 500

4 第３回小学生フェンシングアカデミー 1日 7/19(日) 13:15～14:45 猿ケ島ＳＣ体育室 小　学　生 10 500

5 第１回幼児運動アカデミー 2日 7/30(木)・7/31(金) 9:15～10:45 南毛利ＳＣ多目的室 幼稚園年中～年長 10 1,000

6 第２回幼児運動アカデミー 2日 8/6(木)・8/7(金) 9:15～10:45 南毛利ＳＣ多目的室 幼稚園年中～年長 10 1,000

7 第２回中学生軟式野球アカデミー 2日 8/21(金)・8/28(金) 18:00～20:50 玉川野球場 中　学　生 20 500

8 小学生ボールの投げ方＆走り方アカデミー 1日 9/13(日) 9:30～14:30 南毛利ＳＣ体育室 小１～小４ 20 500

9 第３回中学生軟式野球アカデミー 2日 9/16(水)・9/30(水) 18:00～20:50 玉川野球場 中　学　生 20 500

10 第１回中学生サッカーアカデミー 1日 10/10(土)  9:30～15:30 ツユキ及川球技場 中　学　生 7チーム 3,000

11 第２回中学生サッカーアカデミー 1日 10/11(日)  9:30～15:30 ツユキ及川球技場 中　学　生 7チーム 3,000

12 第３回中学生サッカーアカデミー 1日 10/12(月)  9:30～15:30 ツユキ及川球技場 中　学　生 7チーム 3,000

13 中学生バスケットボールアカデミー 3日 10/17(土)～12/19(土) 17:00～20:50 南毛利ＳＣ体育室 中　学　生 20 500

14 第４回中学生軟式野球アカデミー 1日 10/18(日)
9:30～12:00

13:00～16:50
厚木野球場 中　学　生 20 500

15 第５回中学生軟式野球アカデミー 1日 10/31(土)
9:30～12:00

13:00～16:50
玉川野球場 中　学　生 20 500

16 第６回中学生軟式野球アカデミー 1日 11/14(土)
9:30～12:00

13:00～16:50
猿ケ島野球場 中　学　生 20 500

17 第４回小学生フェンシングアカデミー 1日 11/15(日) 9:15～10:45 南毛利ＳＣ多目的室 小　学　生 10 500

18 第７回中学生軟式野球アカデミー 1日 11/28(土)
9:30～12:00

13:00～16:50
厚木野球場 中　学　生 20 500

19 第８回中学生軟式野球アカデミー 1日 12/12(土)
9:30～12:00

13:00～16:50
玉川野球場 中　学　生 20 500

20 中学生ソフトテニスアカデミー 1日 12/19(土) 11:00～16:30 南毛利ＳＣ体育室 中　学　生 40 500

21 パルクールアカデミー 1日 12/20(日) 9:00～15:00 南毛利ＳＣ多目的室 小　学　生 20 500

22 第１回小学生バスケットボールアカデミー 1日 1/23(土) 13:30～16:30 南毛利ＳＣ体育室 小　学　生 40 500

23 キッズ野球アカデミー 1日 1/24(日) 10:00～11:30 南毛利ＳＣ体育室 ５歳～小２ 20 500

24 第４回中学生サッカーアカデミー 1日 1/30(土)  9:30～15:30 ツユキ及川球技場 中　学　生 7チーム 3,000

25 中学生バレーボールアカデミー 1日 2/23(火)  9:30～12:30 南毛利ＳＣ体育室 中　学　生 30 500

26 第５回中学生サッカーアカデミー 1日 2/28(日)  9:30～15:30 ツユキ及川球技場 中　学　生 7チーム 3,000

27 第２回小学生バスケットボールアカデミー 1日 3/20(土) 9:00～17:00 南毛利ＳＣ体育室 小　学　生 40 500

令和８年度　あつぎスポーツアカデミー一覧

別紙２
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令和８年度 

 

 

 

公益目的事業の種類及び内容、収益

事業等の内容について記載した書類 
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２．個別事業の内容について 

（１）公益目的事業について         （事業単位ごとに作成してください。） 

事業番号 事業の内容 
当該事業の
事業比率
（％） 

公 1 市民スポーツの普及・振興、競技力の向上及びスポーツに関す

る指導者・組織の育成を図り、もって厚木市民の健全な心身の

発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とす

る事業 

86.2% 

〔１〕事業の概要について（注１） 

 当協会の公益目的事業は、厚木市民の健全な心身の発達と、明るく豊かな市民生活の

形成に寄与することを目的として、次の６つの事業で構成しています。 

 

１ スポーツ教室及びスポーツに関する競技会等の開催事業 

２ スポーツに関する指導者の養成事業 

３ スポーツに関する情報の収集及び提供事業 

４ スポーツに関する交流促進事業 

５ 厚木市から委託を受けたスポーツ事業の実施事業 

６ 厚木市のスポーツ施設の管理運営事業 

 

 これらの事業は個別に実施していますが、相互に密接に関連し、有機的に結び付いて

います。例えば、指導者養成事業で育成した指導者がスポーツ教室の講師として活躍す

ることで事業の質が向上するほか、当協会が管理運営するスポーツ施設で各種事業を開

催することで、施設の利便性向上や市民のスポーツ機会の拡大にもつながります。 

 このように、各事業が相互に好循環を生み出すことで、効果的かつ充実したスポーツ

振興が実現できると考え、６つの事業を一体的な公益目的事業として位置付けています。 

事業の実施に当たっては、基本財産運用収入、賛助会員会費収入、事業参加料収入、広

告料収入、スポーツ振興くじ助成金収入、厚木市からの補助金収入を充当するとともに、

収益事業からの繰入金及び前年度繰越金を財源としています。 

以下に、各事業の具体的な内容について説明します。 

 

１ スポーツ教室及びスポーツに関する競技会等の開催事業 

（１）事業の概要について 

  ア スポーツ教室の開催 

    生涯スポーツの普及及び促進を図るため、市民ニーズに対応したスポーツ教室

を開催します。 

  イ スポーツフェスティバルの開催 

    子どもの体力向上と元気な子どもの育成を図るため、スポーツ体験イベントを

開催します。 
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  ウ あつぎスポーツアカデミーイベントの開催 

    子どもの体力向上と元気な子どもの育成を図るため、スポーツ体験イベントを

開催します。 

  エ スポーツ大会の開催 

    競技力の向上及び参加選手の相互交流を図るため、本協会加盟団体と協力して

選手権大会を開催するほか、小学生及び中学生の育成を図るため、スポーツ大会

を開催します。 

   （ア）競技別選手権大会 

   （イ）中学生ソフトテニス大会 

   （ウ）小学生サッカー大会 

   （エ）少年野球大会 

   （オ）小学生ソフトボール大会 

   （カ）小学生・中学生バスケットボール大会 

   （キ）中学生卓球大会 

   （ク）小学生・中学生剣道演武大会 

   （ケ）月例マラソン 

  オ あつぎウォークの開催 

    市民の健康維持・増進と生涯スポーツの振興を図るため、ウォーキングイベン

トを開催します。 

  カ あつぎマラソンの開催 

    市民の健康維持・増進と生涯スポーツの振興を図るため、あつぎマラソンを開

催します。 

（２）事業の財源について 

 本事業は、基本財産運用収入、加盟団体会費収入、賛助会員会費収入、事業参加料収

入、厚木市からの補助金収入、収益事業からの繰入金及び前年度繰越金を財源として実

施します。 

（３）委託している業務の明確化 

   スポーツ教室やスポーツ大会等の運営については当該競技種目の運営に精通して

いる本協会加盟団体等に①競技役員・審判員等の派遣調整②大会運営に関する業務

全般について委託します。なお、本協会職員も大会運営に従事し、委託業務の適正

な執行管理に努めます。 
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２ スポーツに関する指導者の養成事業 

（１）事業の概要について 

  ア スポーツセミナーの開催 

    スポーツ活動において必要とされる知識の習得を目的に、各種研修講座を開催

します。 

  イ スポーツボランティアの確保及び育成 

    スポーツ大会の運営を支えるボランティアの確保し育成します。 

（２）事業の財源について 

 本事業は、基本財産運用収入、賛助会員会費収入、厚木市からの補助金収入、収益事

業からの繰入金及び前年度繰越金を財源として実施します。 

 

３ スポーツに関する情報の収集及び提供事業 

（１）事業の概要について 

  ア スポーツ協会情報紙の発行 

    本協会の活動をはじめ、各種のスポーツ情報を幅広く紹介します。 

  イ スポーツ情報コーナーの設置 

    スポーツに関する書籍及び各種資料を収集し、施設内への掲示・陳列により、

市民に広く情報を提供します。 

  ウ タブレット端末を活用したスポーツ情報の提供 

    スポーツや健康づくりなど幅広いジャンルの電子書籍を提供します。 

  エ ホームページ及びフェイスブックによるスポーツ情報の提供 

    本協会のホームページを充実させ、最新のスポーツ教室の開催状況及び各種ス

ポーツ情報を迅速に提供するとともに、市民ニーズに対応する幅広い情報の提供

を図ります。また、フェイスブックやインスタグラムなどを活用し、情報発信の

充実を図ります。 

  オ 加盟団体との意見交換会の開催 

    本協会加盟団体との連携を図り、効率的にスポーツ事業を展開するために加盟

団体との情報交換及び意見交換を行います。 

（２）事業の財源について 

 本事業は、基本財産運用収入、賛助会員会費収入、広告料収入、スポーツ振興くじ助

成金収入、厚木市からの補助金収入、収益事業からの繰入金及び前年度繰越金を財源と

して実施します。 

 

４ スポーツに関する交流促進事業 

（１）事業の概要について 

  ア スポーツ人のつどいの開催 

    スポーツ関係者が一堂に会し、スポーツ協会表彰を行うとともに、参加者相互

の情報交換と交流を促進します。 
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  イ スポーツ交流の推進 

    スポーツ交流を促進し、他市との親善と友好を深めるとともに本市スポーツ事

業の更なる推進を図ります。 

（２）事業の財源について 

 本事業は、基本財産運用収入、賛助会員会費収入、広告料収入、厚木市からの補助金

収入、収益事業からの繰入金及び前年度繰越金を財源として実施します。 

 

５ 厚木市から委託を受けたスポーツ事業の実施事業 

 当事業は厚木市からの受託料収入が財源となりますが来年度の受託予定はありませ

ん。 

 

６ 厚木市のスポーツ施設の管理運営事業 

（１）事業の概要について 

 指定管理者として指定を受けたスポーツ施設等については、親しみやすく、利用しや

すい施設運営に心がけるとともに、施設を活用したスポーツ教室等の自主事業を開催し、

市民ニーズに対応したサービスの向上と利用者の拡大に努めます。 

 また、施設来場者を対象に、管理施設に関する内容や各種スポーツ事業等に関するア

ンケート調査を実施して市民ニーズの情報収集を図ります。 

  ア 厚木市営東町スポーツセンター 

  イ 厚木市営及川球技場 

  ウ 厚木市営猿ケ島スポーツセンター 

  エ 厚木市営南毛利スポーツセンター 

  オ 猿ケ島野球場 

（２）事業の財源について 

 本事業は、施設利用料収入及び厚木市からの受託事業収入を財源として実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１  事業の概要の欄では、事業の実施のための財源、必要となる財産を含めて記載して

ください。また、事業の重要な部分を委託している場合には、その委託部分が分か

るように記載してください。 
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（本事業が不特定多数の者の利益の増進に寄与すると言える事実を記載してください(注１)。）

定款（法人の事業又は目的）上の根拠 第４条１項１号、２号、３号、４号、６号及び７号

（本事業が、左欄に記載した事業の種類に該当すると考える理由を記載してください。）

〔２〕事業の公益性について

事業の種類
（別表の号）

（１） 公益目的事業について （事業単位ごとに作成してください。）

２．個別の事業の内容について 

公

09

当協会は、市民スポーツの普及、振興及び競技力の向上、スポーツ指導者の養成と団体
の育成を図り、厚木市民の健全な心身の発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与する
ことを目的として事業を実施しており、別表９の「教育、スポーツ等を通じて国民の心身の
健全な発展に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業」に該当すると
考える。

事業番号

（左欄に表示されたチェックポイントに
対して、できるだけ対応するように、ど
のように事業を行うのかがわかるよう
に記載してください。）

(3)
講
座、
セミ
ナー
、育
成

1.当該講座、セミナー、育成（以下「講
座等」）が不特定多数の者の利益の
増進に寄与することを主たる目的とし
て位置付け、適当な方法で明らかに
しているか。
2.当該講座等を受講する機会が、一
般に開かれているか。
（注）ただし、高度な専門的知識・技能
等を育成するような講座等の場合、
質を確保するため、レベル・性格等に
応じた合理的な参加の要件を定める
ことは可。
3.当該講座等及び専門的知識・技能
等の確認行為（受講者が一定のレベ
ルに達したかについて必要に応じて
行う行為）に当たって、専門家が適切
に関与しているか。
（注）専門的知識の普及を行うための
セミナー、シンポジウムの場合には、
確認行為については問わない。
4.講師等に対して過大な報酬が支払
われることになっていないか。

≪該当する事業≫
2-ア　スポーツセミナーの開催

≪チェックポイントに対する説明≫
1.当事業は、スポーツに関する知識
の習得を目的としており、内容等につ
いては厚木市広報紙等で周知してい
る。
2.受講に当たっては年齢制限以外の
参加要件はなく、厚木市広報紙等を
通じて広く一般の参加者に機会を設
けている。
3. 当事業は専門知識の普及が目的
であり技能等の確認行為は行ってい
ないが、講師は専門的な知識を有す
る者が務めている。
4.講師への報酬は適切な講師料を支
出している。

1

 （下欄事業区分欄から、法人の事業に該当
の区分を選択してください。事業区分ごとの
チェックポイントがその横に表示されます。
該当する事業区分がないと考える場合に
は、最後の(18)「上記事業区分に該当しない
場合」を選択してください。）

区分ごとのチェックポイント

チェックポイントに該当する旨の説明

その他説明事項

事業
区分
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(6)
調
査、
資料
収集

1.当該調査、資料収集が不特定多数
の者の利益の増進に寄与することを
主たる目的として位置付け、適当な方
法で明らかにしているか。
2.当該調査、資料収集の名称や結果
を公表していなかったり、内容につい
ての外部からの問合せに答えないと
いうことはないか。
（注）ただし、受託の場合、個人情報
保護、機密性その他の委託元のやむ
を得ない理由で公表できない場合が
あり、この場合は、当該理由の合理
性について個別にその妥当性を判断
する。
3.当該調査、資料収集に専門家が適
切に関与しているか。
4.当該法人が外部に委託する場合、
そのすべてを他者に行わせること（い
わゆる丸投げ）はないか。

≪該当する事業≫
3-ア　スポーツ協会情報紙の発行
3-イ　スポーツ情報コーナーの設置、
充実
3-ウ　タブレット端末を活用したス
ポーツ情報等の提供
3-エ　ホームページ及びフェイスブッ
クによるスポーツ情報の提供
3-オ　加盟団体との意見交換会の開
催

≪チェックポイントに対する説明≫
1.各事業は、厚木市内のスポーツ情
報を多岐にわたり収集し、スポーツの
普及及び振興に寄与することを目的
としている。
2.収集した情報及び資料等は、情報
紙やホームページ、管理施設内への
掲示掲出などの方法により結果を公
表しており、当該資料等に関する問い
合わせなどは、本協会職員が応対し
ている。
3.情報紙の原稿作成やホームページ
の内容更新のための各種調査や資
料の収集等は、スポーツ全般にわた
る知識と経験を有する本協会職員が
実施している。
4.各事業は外部へ委託していない。

(4)
体験
活動
等

1.当該体験活動等が不特定多数の者
の利益の増進に寄与することを主た
る目的として位置付け、適当な方法で
明らかにしているか。
2.公益目的として設定されたテーマを
実現するためのプログラムになってい
るか。（例：テーマで謳っている公益目
的と異なり、業界団体の販売促進や
共同宣伝になっていないか）
3.体験活動に専門家が適切に関与し
ているか。

≪該当する事業≫
1-ア　スポーツ教室の開催
1-イ　スポーツフェスティバルの開催
1-ウ　あつぎスポーツアカデミーイベ
ントの開催
1-オ　あつぎウォークの開催
2-イ　スポーツボランティアの確保及
び育成
4-イ　社会人軟式野球交流試合

≪チェックポイントに対する説明≫
1.各事業は、市広報紙などで周知して
してる。
2.各事業は、スポーツ体験が目的と
なっており、物品の販売等は行ってい
ません。
3.各事業はスポーツ指導員等が携
わっており、専門家が適切に関与して
います。
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(11)
施設
の貸
与

1.当該施設の貸与が不特定多数の者
の利益の増進に寄与することを主た
る目的として位置付け、適当な方法で
明らかにしているか。
2.公益目的での貸与は、公益目的以
外の貸与より優先して先行予約を受
け付けるなどの優遇をしているか。

≪該当する事業≫
6 スポーツ施設の管理及び運営

≪チェックポイントに対する説明≫
1.当事業は、営利目的の貸与ではな
く、市民等の心身の健全な発展に寄
与することを目的に施設を貸与してい
る。
2.施設の貸与は、公共施設予約シス
テムにより施設の目的に沿ったもの
になっている。また、公益目的以外の
貸与はない。

(14)
表
彰、
コン
クー
ル

1.当該表彰、コンクールが不特定多数
の者の利益の増進に寄与することを
主たる目的として位置付け、適当な方
法で明らかにしているか。
2.選考が公正に行われることになって
いるか。（例：個別選考に当たっての
直接の利害関係者の排除）
3.選考に当たって専門家が適切に関
与しているか。
4.表彰、コンクールの受賞者・作品、
受賞理由を公表しているか。
5.表彰者や候補者に対して当該表彰
に係る金銭的な負担（応募者から一
律に徴収する審査料は除く。）を求め
てないか。

≪該当する事業≫
4-ア　スポーツ人のつどいの開催

≪チェックポイントに対する説明≫
1.表彰を通じて不特定多数のスポー
ツ関係者が更なるスポーツ活動の充
実を図り利益の増進に寄与しすること
を主たる目的としており、表彰の目的
や内容等は協会ホームページや情報
紙で公表している。
2.表彰者の選考は、直接の利害関係
者を排除するできるように第３者機関
として表彰審査委員会を組織して候
補者の審査を行っている。
3.表彰審査委員は、スポーツ活動情
に精通した加盟団体役員等が就任し
ており専門家の関与要件を充足して
いる。
4.被表彰者及び受賞理由は、ホーム
ページや情報紙で公開している。
5.被表彰者や候補者に対して、当該
表彰に係る金銭的な負担を求めるこ
とはない。
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1.当該競技会が不特定多数の者の利
益の増進に寄与することを主たる目
的として位置付け、適当な方法で明ら
かにしているか。
2.公益目的として設定した趣旨に沿っ
た競技会となっているか。（例：親睦会
のような活動にとどまっていないか）
3.出場者の選定や競技会の運営につ
いて公正なルールを定め、公表して
いるか。

≪該当する事業≫
1-エ　スポーツ大会の開催
　　（ア）競技別選手権大会
　　（イ）中学生ソフトテニス大会
　　（ウ）小学生サッカー大会
　　（エ）少年野球大会
　　（オ）小学生ソフトボール大会
　　（カ）小学生・中学生バスケットボー
ル大会
　　（キ）中学生卓球大会
　　（ク）小学生・中学生剣道演武大会
　　（ケ）月例マラソン
1-カ　あつぎマラソン

≪チェックポイントに対する説明≫
1.各事業は、当該競技の普及及び振
興並びに競技力の向上を図ることを
目的とした事業として位置付けてお
り、市民等を対象として広く参加者を
募集している。
2.各事業は収益を目的とした興行で
はなく、参加者の競技力向上や切磋
琢磨といった競技大会本来の趣旨に
沿ったものとなっている。
3.各事業の開催に当たっては、出場
者の要件や競技規則等を定めた大会
要綱を公表している。

(15)
競技
会

17



　「公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）」における「【参考】公益目的事業のチェックポイントについて」を
参考に記載してください。
　記載した許認可等を得ている場合には、許認可等の写しを、現在申請中の場合には、当該許認可等の申請書を添付してくださ
い。また、「許認可等行政機関」は課名等まで記載してください。

注１

注２

 許認可等の名称  根拠法令  許認可等行政機関 

〔３〕本事業を反復継続して行うのに最低限必要となる許認可等について（注２）
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（２）収益事業について           （事業単位ごとに作成してください。） 

事業番号 事業の内容 定款（法人の事業又は 
目的）上の根拠 

収 1 自動販売機管理等事業 第４条第１項第８号 

事業の概要 

 本事業は、市内スポーツ施設の利用者に対する利便性の向上を目的として、自動販売

機の管理および菓子類等の販売を行うものです。スポーツ活動において水分補給は不可

欠であり、適切な飲料の提供は利用者の安全確保にも資するものと考えています。 

 また、近隣に商店が存在しない指定管理施設においては、利用者が手軽に飲料や菓子

類を購入できる環境整備が求められており、本事業はそのニーズに応えるものです。 

 販売価格については市場価格と同等とし、利益追求を目的とするものではありません。

なお、本事業によって得られた収益は、当協会が実施する公益目的事業へ充当し、地域

スポーツの振興に還元することとしています。 

本事業を反復継続して行うのに最低限必要となる許認可等について（注１） 

許認可等の名称 根拠法令 許認可等行政機関 

   

   

   

本事業の利益の額が０円以下である場合の理由又は今後の改善方策について（注２） 

 

注１ 記載した許認可等を得ている場合には、許認可等の写しを、現在申請中の場合には、当
該許認可等の申請書を添付してください。また、「許認可等行政機関」は課名等まで記載し
てください。 
 

注２ 本事業における利益から、管理費のうち本事業に按分される額を控除した額が、０円以下
である場合に記載してください。 
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（３）その他の事業（相互扶助等事業）について（事業単位ごとに作成してください。） 

事業番号 事業の内容 定款（法人の事業又は 
目的）上の根拠 

他 1 加盟団体助成事業 第４条第１項第１号、

第２号、第５号 

事業の概要 

 本事業は、本協会加盟団体が実施する次の４事業に対して助成を行うものです。 

１ スポーツ競技会の開催事業 

２ 審判員及び指導者養成事業 

３ 選手育成強化事業 

４ 加盟団体活動事業 

 これらの事業は、スポーツの普及及び促進という本協会の目的を達成するために、加

盟団体が不特定多数の市民等を対象として、効率的かつ効果的に実施するものです。 

 本事業は加盟団体への助成ではありますが、各加盟団体の会員資格は広く一般に開か

れており、特定の構成員のみの利益を目的とする共益的な団体ではありません。加盟団

体が実施する事業は、不特定多数の市民を対象とした公益性の高い活動であり、スポー

ツの普及・促進に資するものです。助成金の交付にあたっては、交付要綱を定め、本協

会事務局職員が審査を行い、公正かつ適正な手続により決定しています。また、助成を

受けた団体には、適正な事業運営及び事業費の執行を求めるとともに、実績報告書の提

出を義務付け、事業の透明性と説明責任を確保しています。 

 

 

本事業を反復継続して行うのに最低限必要となる許認可等について（注） 

許認可等の名称 根拠法令 許認可等行政機関 

   

   

注 記載した許認可等を得ている場合には、許認可等の写しを、現在申請中の場合には、当
該許認可等の申請書を添付してください。また、「許認可等行政機関」は課名等まで記載
してください。 
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収支予算書（正味財産増減計算）

（単位：円）

当年度
Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部
（１）経常収益

基本財産運用益 1,336,000
基本財産受取利息 1,336,000
基本財産受取配当金 0
基本財産受取賃貸料 0

特定資産運用益 0
特定資産受取利息 0
特定資産受取配当金 0
特定資産受取賃貸料 0

受取入会金 0
受取会費 1,700,000

加盟団体会費 600,000
賛助会員会費 1,100,000

事業収益 259,809,000
事業収益 4,947,000
選手派遣受託事業収益 0
施設管理受託事業収益 183,596,000
猿ケ島野球場管理受託事業収益 13,935,000
施設使用料収益 51,681,000
収益事業収益 5,650,000

受取補助金等 94,121,000
受取負担金 0
受取寄附金 0
雑収益 200,000

経常収益　計 357,166,000
（２）経常費用

事業費 338,821,176
役員報酬 2,311,000
給料手当 65,503,500
臨時雇賃金 71,907,000
退職給付費用 4,961,776
福利厚生費 14,525,666
勤労者福祉共済費 17,332
旅費交通費 0
通信運搬費 1,577,000
減価償却費 106,902
消耗什器備品費 0
消耗品費 6,927,000
食糧費 350,000
補助食品仕入原価 400,000
修繕費 6,558,000
印刷製本費 1,381,000
燃料費 261,000
光熱水料費 40,064,000
手数料 11,559,000
賃借料 8,021,000
原材料費 587,000
保険料 1,149,000
使用料 0
諸謝金 2,045,000
租税公課 11,194,000
支払負担金 0
支払助成金 8,540,000
支払寄付金 0
委託費 78,651,000
有価証券運用損 0
雑費 224,000

勘定科目

自　2026年4月 1日
至　2027年3月31日
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収支予算書（正味財産増減計算）

（単位：円）

当年度勘定科目

自　2026年4月 1日
至　2027年3月31日

管理費 23,208,726
役員報酬 2,515,000
給料手当 9,464,500
臨時雇賃金 1,965,000
退職給付費用 1,863,224
福利厚生費 3,243,334
勤労者福祉共済費 8,668
会議費 10,000
旅費交通費 20,000
通信運搬費 234,000
減価償却費 0
消耗什器備品費 0
消耗品費 30,000
修繕費 33,000
印刷製本費 22,000
燃料費 56,000
光熱水料費 0
手数料 11,000
賃借料 1,054,000
保険料 65,000
使用料 321,000
諸謝金 42,000
租税公課 33,000
支払負担金 25,000
支払寄付金 0
委託費 2,027,000
支払利息 0
雑費 166,000

　 経常費用　計 362,029,902
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 4,863,902
基本財産評価損益等 0
特定資産評価損益等 0
投資有価証券評価損益等 0

評価損益等計 0
当期経常増減額 △ 4,863,902

２．経常外増減の部
（１）経常外収益

固定資産売却益 0
固定資産受贈益 0

経常外収益計 0
（２）経常外費用

固定資産売却損 0
固定資産減損損失 0
災害損失 0

経常外費用計 0
当期経常外増減額 0

他会計振替額 0
当期一般正味財産増減額 △ 4,863,902

一般正味財産期首残高 207,322,763

一般正味財産期末残高 202,458,861

Ⅱ　指定正味財産増減の部
受取補助金等
指定正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額 0
指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高 0

Ⅲ　正味財産期末残高 202,458,861
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 収 支 予 算 書 内 訳 表 

（一般正味財産増減の部） （単位：円）
科目

Ⅰ　一般正味財産増減の部

１．経常増減の部

　 （１）経常収益

基本財産運用益 1,202,400 0 0 0 133,600 1,336,000

基本財産受取利息 1,202,400 0 0 0 133,600 1,336,000

基本財産受取配当金 0 0 0 0 0 0

基本財産受取賃貸料 0 0 0 0 0 0

特定資産運用益 0 0 0 0 0 0

特定資産受取利息 0 0 0 0 0 0

特定資産受取配当金 0 0 0 0 0 0

特定資産受取賃貸料 0 0 0 0 0 0

受取入会金 0 0 0 0 0 0

受取会費 1,100,000 0 0 0 600,000 1,700,000

加盟団体会費 0 0 0 0 600,000 600,000

賛助会員会費 1,100,000 0 0 0 0 1,100,000

事業収益 254,159,000 5,650,000 0 5,650,000 0 259,809,000

受取補助金等 51,866,070 2,128,055 22,802,312 24,930,367 17,324,563 94,121,000

受取負担金 0 0 0 0 0 0

受取寄附金 0 0 0 0 0 0

雑収益 0 0 0 0 200,000 200,000

経常収益　計 308,327,470 7,778,055 22,802,312 30,580,367 18,258,163 357,166,000

（２）経常費用

事業費 312,178,261 3,840,603 22,802,312 26,642,915 0 338,821,176

役員報酬 1,386,600 231,100 693,300 924,400 0 2,311,000

給料手当 53,353,500 1,427,550 10,722,450 12,150,000 0 65,503,500

臨時雇賃金 71,907,000 0 0 0 0 71,907,000

退職給付費用 3,781,051 156,975 1,023,750 1,180,725 0 4,961,776

福利厚生費 12,470,367 273,248 1,782,051 2,055,299 0 14,525,666

勤労者福祉共済費 11,841 730 4,761 5,491 0 17,332

旅費交通費 0 0 0 0 0 0

通信運搬費 1,577,000 0 0 0 0 1,577,000

減価償却費 106,902 0 0 0 0 106,902

消耗什器備品費 0 0 0 0 0 0

消耗品費 6,916,000 11,000 0 11,000 0 6,927,000

食糧費 350,000 0 0 0 0 350,000

補助食品仕入原価 0 400,000 0 400,000 0 400,000

修繕費 6,558,000 0 0 0 0 6,558,000

印刷製本費 1,381,000 0 0 0 0 1,381,000

燃料費 261,000 0 0 0 0 261,000

光熱水料費 39,234,000 830,000 0 830,000 0 40,064,000

手数料 11,559,000 0 0 0 0 11,559,000

賃借料 8,021,000 0 0 0 0 8,021,000

原材料費 587,000 0 0 0 0 587,000

保険料 1,149,000 0 0 0 0 1,149,000

使用料 0 0 0 0 0 0

諸謝金 2,045,000 0 0 0 0 2,045,000

租税公課 10,694,000 500,000 0 500,000 0 11,194,000

支払負担金 0 0 0 0 0 0

支払助成金 0 0 8,540,000 8,540,000 0 8,540,000

支払寄付金 0 0 0 0 0 0

委託費 78,651,000 0 0 0 0 78,651,000

有価証券運用損 0 0 0 0 0 0

雑費 178,000 10,000 36,000 46,000 0 224,000

自　2026年4月 1日
至　2027年3月31日

スポーツ普及
・振興事業

自動販売機
管理事業

収益事業等会計

法人会計 合　計
内部取引

消去

公益目的事業
会計

加盟団体
助成事業

小計
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 収 支 予 算 書 内 訳 表 

（一般正味財産増減の部） （単位：円）
科目

自　2026年4月 1日
至　2027年3月31日

スポーツ普及
・振興事業

自動販売機
管理事業

収益事業等会計

法人会計 合　計
内部取引

消去

公益目的事業
会計

加盟団体
助成事業

小計

管理費 0 0 0 0 23,208,726 23,208,726

役員報酬 0 0 0 0 2,515,000 2,515,000

給料手当 0 0 0 0 9,464,500 9,464,500

臨時雇賃金 0 0 0 0 1,965,000 1,965,000

退職給付費用 0 0 0 0 1,863,224 1,863,224

福利厚生費 0 0 0 0 3,243,334 3,243,334

勤労者福祉共済費 0 0 0 0 8,668 8,668

会議費 0 0 0 0 10,000 10,000

旅費交通費 0 0 0 0 20,000 20,000

通信運搬費 0 0 0 0 234,000 234,000

減価償却費 0 0 0 0 0 0

消耗什器備品費 0 0 0 0 0 0

消耗品費 0 0 0 0 30,000 30,000

修繕費 0 0 0 0 33,000 33,000

印刷製本費 0 0 0 0 22,000 22,000

燃料費 0 0 0 0 56,000 56,000

光熱水料費 0 0 0 0 0 0

手数料 0 0 0 0 11,000 11,000

賃借料 0 0 0 0 1,054,000 1,054,000

保険料 0 0 0 0 65,000 65,000

使用料 0 0 0 0 321,000 321,000

諸謝金 0 0 0 0 42,000 42,000

租税公課 0 0 0 0 33,000 33,000

支払負担金 0 0 0 0 25,000 25,000

支払寄付金 0 0 0 0 0 0

委託費 0 0 0 0 2,027,000 2,027,000

支払利息 0 0 0 0 0 0

雑費 0 0 0 0 166,000 166,000

　 経常費用　計 312,178,261 3,840,603 22,802,312 26,642,915 23,208,726 362,029,902

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 3,850,791 3,937,452 0 3,937,452 △ 4,950,563 △ 4,863,902

基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 0

特定資産評価損益等 0 0 0 0 0 0

投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 0

評価損益等計 0 0 0 0 0 0

当期経常増減額 △ 3,850,791 3,937,452 0 3,937,452 △ 4,950,563 △ 4,863,902

２．経常外増減の部 0 0 0 0 0 0

（１）経常外収益 0 0 0 0 0 0

固定資産売却益 0 0 0 0 0 0

固定資産受贈益 0 0 0 0 0 0

経常外収益計 0 0 0 0 0 0

（２）経常外費用 0 0 0 0 0 0

固定資産売却損 0 0 0 0 0 0

固定資産減損損失 0 0 0 0 0 0

災害損失 0 0 0 0 0 0

経常外費用計 0 0 0 0 0 0

当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0

他会計振替額 3,674,377 △ 3,674,377 0 △ 3,674,377 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 176,414 263,075 0 263,075 △ 4,950,563 △ 4,863,902

一般正味財産期首残高 199,623,059 30,484,159 0 30,484,159 △ 22,784,455 207,322,763

一般正味財産期末残高 199,446,645 30,747,234 0 30,747,234 △ 27,735,018 202,458,861

Ⅱ　指定正味財産増減の部 0 0 0 0 0 0

受取補助金等 0 0 0 0 0 0

指定正味財産への振替額 0 0 0 0 0 0

当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0

指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 0

指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 199,446,645 30,747,234 0 30,747,234 △ 27,735,018 202,458,861
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＜ 収入の部 ＞ （単位：円） 

 大 科 目

 中 科 目

1 基本財産運用収入 1,336,000 1,336,000 0

基本財産利息収入 1,336,000 1,336,000 0 広島県平成27年度第2回公募公債 711,000

神奈川県第36回20年公募公債 625,000

2 会費収入 1,700,000 1,700,000 0

加盟団体会費収入 600,000 600,000 0 加盟分担金（＠20,000×30団体） 600,000

賛助会員会費収入 1,100,000 1,100,000 0 賛助会員会費（個人×20口　法人×100口） 1,100,000

3 事業収入 4,947,000 5,119,000 △ 172,000

スポーツ教室事業収入 2,822,000 2,845,000 △ 23,000 グラウンド・ゴルフ教室参加費 10,000

第1回初級・中級テニス教室参加費 150,000

初級・中級ジュニアテニス教室参加費 30,000

タグラグビー教室参加費 18,000

第1回ジュニアソフトテニス教室参加費 75,000

初心者弓道教室参加費 90,000

中学生バレーボール教室参加費 10,000

ジュニアトランポリン教室参加費 40,000

軽登山教室参加費 150,000

第1回キッズテニス教室参加費 40,000

初心者ジュニア水泳教室参加費 125,000

初心者バウンドテニス教室参加費 20,000

キッズサッカー教室参加費 30,000

初級・中級ボウリング教室参加費 75,000

初心者ジュニア剣道教室参加費 25,000

第2回初級・中級テニス教室参加費 150,000

少林寺拳法教室参加費 0

なぎなた体験教室参加費 0

初級・中級卓球教室参加費 45,000

小学生バレーボール教室参加費 0

ヨガ教室参加費 15,000

第2回ジュニアソフトテニス教室参加費 160,000

ジュニア陸上競技教室参加費 125,000

ミニバスケットボール教室参加費 18,000

ジュニアゴルフ教室参加費 30,000

ボクシングエクササイズ教室参加費 20,000

キッズダンス教室参加費 24,000

ジュニアソフトボール教室参加費 25,000

バドミントン教室参加費 80,000

第2回キッズテニス教室参加費 40,000

初心者空手道教室参加費 16,000

初心者柔道教室参加費 30,000

ジュニアハンドボール教室 16,000

ターゲット・バードゴルフ教室 0

スキー教室参加費 1,140,000

　　　計 2,822,000

スポーツ大会事業収入 573,000 597,000 △ 24,000 厚木市中学生ソフトテニス大会参加費 66,000

厚木市小学生サッカー大会参加費 36,000

厚木市少年野球大会参加費 51,000

厚木市小学生ソフトボール大会参加費 36,000

厚木市小学生・中学生バスケットボール大会参加費 123,000

厚木市中学生卓球大会参加費 75,000

厚木市小学生・中学生剣道演武大会参加費 36,000

あつぎウォーク参加費 150,000

　　　計 573,000

事業会費収入 660,000 750,000 △ 90,000 スポーツ人のつどい会費 660,000

広告料収入 502,000 502,000 0 情報紙広告料 112,000

バナー広告料 90,000

スポーツ人のつどい広告料 300,000

　　　計 502,000

令和８年度公益財団法人厚木市スポーツ協会収支予算書積算資料

令和７年度
当初予算額

令和８年度
当初予算額

増減 摘　　　　　　　要
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＜ 収入の部 ＞ （単位：円） 

 大 科 目

 中 科 目

令和８年度公益財団法人厚木市スポーツ協会収支予算書積算資料

令和７年度
当初予算額

令和８年度
当初予算額

増減 摘　　　　　　　要

あつぎスポーツアカデミー事業収入 390,000 425,000 △ 35,000 小学生フェンシングアカデミー 20,000

中学生軟式野球アカデミー 110,000

幼児運動アカデミー 20,000

パルクールアカデミー 10,000

小学生ボールの投げ方＆走り方アカデミー 10,000

中学生サッカーアカデミー 105,000

中学生バスケットボールアカデミー 30,000

中学生ソフトテニスアカデミー 20,000

小学生バスケットボールアカデミー 40,000

キッズ野球アカデミー 10,000

中学生バレーボールアカデミー 15,000

　　　計 390,000

4 施設管理受託事業収入 183,596,000 173,424,000 10,172,000

東町スポーツセンター管理受託事業収入 73,697,000 70,780,000 2,917,000

及川球技場管理受託事業収入 33,226,000 30,554,000 2,672,000

猿ケ島スポーツセンター管理受託事業収入 27,005,000 24,330,000 2,675,000

南毛利スポーツセンター管理受託事業収入 49,668,000 47,760,000 1,908,000

5 猿ケ島野球場管理受託事業収入 13,935,000 13,514,000 421,000

猿ケ島野球場管理受託事業収入 13,935,000 13,514,000 421,000

6 施設使用料収入 51,681,000 50,475,000 1,206,000

東町スポーツセンター施設使用料収入 18,277,000 17,333,000 944,000

及川球技場施設使用料収入 6,892,000 6,716,000 176,000

猿ケ島スポーツセンター施設使用料収入 4,329,000 4,291,000 38,000

南毛利スポーツセンター施設使用料収入 22,183,000 22,135,000 48,000

7 収益事業収入 5,650,000 5,920,000 △ 270,000

自動販売機販売手数料収入 5,200,000 5,500,000 △ 300,000 自動販売機販売手数料

お菓子等販売収入 450,000 420,000 30,000 お菓子等販売収入

8 補助金収入 94,121,000 81,825,000 12,296,000

厚木市スポーツ協会補助金収入 70,994,000 62,510,000 8,484,000 人件費の補助として

スポーツ推進事業補助金収入 17,467,000 13,867,000 3,600,000 スポーツ推進事業費の補助として

あつぎスポーツアカデミー推進事業補助金収入 4,780,000 4,780,000 0 あつぎスポーツアカデミー事業費の補助として

神奈川県スポーツ協会補助金収入 20,000 20,000 0 法人運営費の補助として

スポーツ振興くじ助成金収入 860,000 648,000 212,000

9 雑収入 200,000 200,000 0

雑収入 200,000 200,000 0 複写機等使用料ほか

357,166,000 333,513,000 23,653,000

4,757,000 2,740,000 2,017,000

361,923,000 336,253,000 25,670,000収入合計　（Ｂ）

当期収入合計　（Ａ）

前期繰越収支差額
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＜ 支出の部 ＞ （単位：円） 

 中 科 目

1 スポーツ教室開催費 6,264,000 6,176,000 88,000

通信運搬費 40,000 70,000 △ 30,000 グラウンド・ゴルフ教室 12,000

消耗品費 541,000 541,000 0 第1回初級・中級テニス教室 167,000

食糧費 62,000 62,000 0 初級・中級ジュニアテニス教室 64,000

手数料 300,000 230,000 70,000 タグラグビー教室 36,000

賃借料 243,000 215,000 28,000 第1回ジュニアソフトテニス教室 170,000

保険料 850,000 800,000 50,000 初心者弓道教室 134,000

諸謝金 1,860,000 1,880,000 △ 20,000 中学生バレーボール教室 86,000

委託費 2,357,000 2,367,000 △ 10,000 ジュニアトランポリン教室 40,000

雑費 11,000 11,000 0 軽登山教室 320,000

第1回キッズテニス教室 74,000

初心者ジュニア水泳教室 190,000

初心者バウンドテニス教室 44,000

キッズサッカー教室 72,000

初級・中級ボウリング教室 151,000

初心者ジュニア剣道教室 48,000

第2回初級・中級テニス教室 144,000

少林寺拳法教室 0

なぎなた体験教室 0

初級・中級卓球教室 70,000

小学生バレーボール教室 0

ヨガ教室 40,000

第2回ジュニアソフトテニス教室 276,000

ジュニア陸上競技教室 216,000

ミニバスケットボール教室 32,000

ジュニアゴルフ教室 136,000

ボクシングエクササイズ教室 36,000

キッズダンス教室 24,000

ジュニアソフトボール教室 52,000

バドミントン教室 110,000

第2回キッズテニス教室 58,000

初心者空手道教室 24,000

初心者柔道教室 60,000

ジュニアハンドボール教室 56,000

ターゲット・バードゴルフ教室 0

スキー教室 1,941,000

スポーツ教室共通費 1,000,000

スポーツ教室合計 5,883,000

スポーツフェスティバル 381,000

　　計 6,264,000

2 スポーツ大会開催費 6,791,000 3,116,000 3,675,000

通信運搬費 93,000 93,000 0 競技別選手権大会 75,000

消耗品費 430,000 430,000 0 厚木市中学生ソフトテニス大会 272,000

食糧費 21,000 21,000 0 厚木市小学生サッカー大会 326,000

印刷製本費 75,000 60,000 15,000 厚木市少年野球大会 340,000

賃借料 100,000 100,000 0 厚木市小学生ソフトボール大会 300,000

諸謝金 30,000 30,000 0 厚木市小学生・中学生バスケットボール大会 329,000

委託費 5,923,000 2,263,000 3,660,000 厚木市中学生卓球大会 252,000

雑費 119,000 119,000 0 厚木市小学生・中学生剣道演武大会 348,000

月例マラソン 188,000

あつぎウォーク 761,000

あつぎマラソン 3,600,000

　　　計 6,791,000

3 指導者養成事業費 456,000 461,000 △ 5,000

通信運搬費 21,000 21,000 0 スポーツセミナー 440,000

消耗品費 0 5,000 △ 5,000 スポーツボランティア養成事業 16,000

手数料 400,000 400,000 0 　　　計 456,000

諸謝金 30,000 30,000 0

雑費 5,000 5,000 0

令和８年度公益財団法人厚木市スポーツ協会収支予算書積算資料

 大 科 目 令和８年度
当初予算額

増減
令和７年度
当初予算額

摘　　　　　　　要
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＜ 支出の部 ＞ （単位：円） 

 中 科 目

令和８年度公益財団法人厚木市スポーツ協会収支予算書積算資料

 大 科 目 令和８年度
当初予算額

増減
令和７年度
当初予算額

摘　　　　　　　要

4 広報情報事業費 2,356,000 2,242,000 114,000

通信運搬費 80,000 75,000 5,000 情報紙発行（年１回） 1,169,000

消耗品費 95,000 84,000 11,000 書籍等整備 99,000

印刷製本費 1,087,000 1,096,000 △ 9,000 ホームページ維持管理 1,088,000

手数料 85,000 99,000 △ 14,000 　　　計 2,356,000

委託費 1,000,000 872,000 128,000

雑費 9,000 16,000 △ 7,000

5 スポーツ交流事業費 3,639,000 3,283,000 356,000

通信運搬費 85,000 70,000 15,000 スポーツ人のつどい 3,329,000

消耗品費 280,000 330,000 △ 50,000 スポーツ交流事業 310,000

食糧費 140,000 140,000 0 　　　計 3,639,000

印刷製本費 65,000 75,000 △ 10,000

手数料 240,000 240,000 0

賃借料 2,700,000 2,300,000 400,000

諸謝金 125,000 125,000 0

雑費 4,000 3,000 1,000

6 あつぎスポーツアカデミー開催費 5,986,000 5,804,000 182,000

通信運搬費 64,000 131,000 △ 67,000 小学生フェンシングアカデミー 148,000

消耗品費 1,020,000 965,000 55,000 中学生軟式野球アカデミー 1,451,000

食糧費 127,000 200,000 △ 73,000 幼児運動アカデミー 403,000

手数料 4,733,000 4,496,000 237,000 パルクールアカデミー 248,000

賃借料 22,000 0 22,000 小学生ボールの投げ方＆走り方アカデミー 368,000

雑費 20,000 12,000 8,000 中学生サッカーアカデミー 1,003,000

中学生バスケットボールアカデミー 376,000

中学生ソフトテニスアカデミー 487,000

小学生バスケットボールアカデミー 710,000

キッズ野球アカデミー 307,000

中学生バレーボールアカデミー 485,000

　　　計 5,986,000

7 スポーツ振興事業共通費 1,519,000 1,414,000 105,000

通信運搬費 226,000 130,000 96,000

消耗品費 450,000 378,000 72,000

賃借料 833,000 896,000 △ 63,000 　　

雑費 10,000 10,000 0 　　

8 東町スポーツセンター管理受託事業費 91,974,000 88,113,000 3,861,000

給料手当 8,946,000 9,010,000 △ 64,000

臨時雇賃金 20,781,000 18,417,000 2,364,000

福利厚生費 1,893,000 1,872,000 21,000

退職給付費用 808,000 1,602,000 △ 794,000

通信運搬費 226,000 210,000 16,000

消耗品費 688,000 616,000 72,000

修繕費 1,110,000 1,245,000 △ 135,000

印刷製本費 94,000 94,000 0

手数料 599,000 581,000 18,000

燃料費 21,000 21,000 0

光熱水料費 14,146,000 14,719,000 △ 573,000

賃借料 2,669,000 2,651,000 18,000

保険料 108,000 108,000 0

租税公課 47,000 47,000 0

納付消費税 3,243,000 3,091,000 152,000

委託費 36,595,000 33,829,000 2,766,000
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＜ 支出の部 ＞ （単位：円） 

 中 科 目

令和８年度公益財団法人厚木市スポーツ協会収支予算書積算資料

 大 科 目 令和８年度
当初予算額

増減
令和７年度
当初予算額

摘　　　　　　　要

9 及川球技場管理受託事業費 40,118,000 37,270,000 2,848,000

臨時雇賃金 15,675,000 14,155,000 1,520,000

福利厚生費 945,000 1,162,000 △ 217,000

通信運搬費 171,000 171,000 0

消耗品費 526,000 494,000 32,000

修繕費 786,000 701,000 85,000

手数料 1,534,000 1,401,000 133,000

燃料費 34,000 34,000 0

光熱水料費 10,151,000 10,525,000 △ 374,000

賃借料 40,000 40,000 0

原材料費 408,000 717,000 △ 309,000

保険料 27,000 27,000 0

租税公課 2,000 2,000 0

納付消費税 1,662,000 1,532,000 130,000

委託費 8,157,000 6,309,000 1,848,000

10 猿ケ島スポーツセンター管理受託事業費 31,334,000 28,621,000 2,713,000

臨時雇賃金 12,494,000 12,388,000 106,000

福利厚生費 480,000 879,000 △ 399,000

通信運搬費 160,000 152,000 8,000

消耗品費 876,000 638,000 238,000

修繕費 1,479,000 1,149,000 330,000

手数料 827,000 696,000 131,000

燃料費 4,000 4,000 0

光熱水料費 4,467,000 4,467,000 0

賃借料 387,000 377,000 10,000

保険料 44,000 44,000 0

租税公課 2,000 2,000 0

納付消費税 1,256,000 1,286,000 △ 30,000

委託費 8,858,000 6,539,000 2,319,000

11 南毛利スポーツセンター管理受託事業費 71,851,000 69,895,000 1,956,000

給料手当 16,005,000 15,892,000 113,000

臨時雇賃金 15,292,000 14,920,000 372,000

福利厚生費 3,169,000 3,048,000 121,000

退職給付費用 1,357,000 2,411,000 △ 1,054,000

通信運搬費 372,000 334,000 38,000

消耗品費 1,653,000 1,567,000 86,000

修繕費 3,183,000 3,183,000 0

印刷製本費 60,000 64,000 △ 4,000

手数料 1,380,000 1,380,000 0

燃料費 136,000 136,000 0

光熱水料費 10,470,000 10,470,000 0

賃借料 1,027,000 783,000 244,000

原材料費 50,000 30,000 20,000

保険料 120,000 120,000 0

租税公課 3,000 4,000 △ 1,000

納付消費税 3,583,000 3,628,000 △ 45,000

委託費 13,991,000 11,925,000 2,066,000

12 猿ケ島野球場管理受託事業費 13,935,000 13,514,000 421,000

臨時雇賃金 7,665,000 7,371,000 294,000

福利厚生費 1,552,000 1,482,000 70,000

通信運搬費 39,000 40,000 △ 1,000

消耗品費 357,000 358,000 △ 1,000

手数料 1,461,000 1,432,000 29,000

燃料費 66,000 67,000 △ 1,000

原材料費 129,000 124,000 5,000

租税公課 11,000 11,000 0

納付消費税 885,000 849,000 36,000

委託費 1,770,000 1,780,000 △ 10,000

13 自動販売機管理等事業費（収） 1,751,000 1,921,000 △ 170,000

消耗品費 11,000 11,000 0 自動販売機管理事業 1,340,000

光熱水料費 830,000 1,000,000 △ 170,000 お菓子等販売事業 411,000

租税公課 500,000 500,000 0 　　　計 1,751,000

雑費 10,000 10,000 0

仕入 400,000 400,000 0
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＜ 支出の部 ＞ （単位：円） 

 中 科 目

令和８年度公益財団法人厚木市スポーツ協会収支予算書積算資料

 大 科 目 令和８年度
当初予算額

増減
令和７年度
当初予算額

摘　　　　　　　要

14 スポーツ大会開催費（他） 1,958,000 1,958,000 0

支払助成金 1,950,000 1,950,000 0 競技別選手権大会助成事業 1,958,000

雑費 8,000 8,000 0

15 指導者養成事業費（他） 1,251,000 1,251,000 0

支払助成金 1,240,000 1,240,000 0 指導者養成助成事業 1,251,000

雑費 11,000 11,000 0

16 助成支援事業費（他） 5,367,000 5,057,000 310,000

支払助成金 5,350,000 5,040,000 310,000 選手育成強化助成事業 1,605,000

雑費 17,000 17,000 0 スポーツ団体活動助成事業 3,762,000

　　　計 5,367,000

17 管理費 75,373,000 66,157,000 9,216,000

給料手当 50,017,000 42,547,000 7,470,000 人件費 70,994,000

臨時雇賃金 1,965,000 1,965,000 0 法人管理費 4,379,000

福利厚生費 9,730,000 8,350,000 1,380,000 　　　計 75,373,000

退職給付費用 4,660,000 5,153,000 △ 493,000

役員報酬（給料手当） 4,622,000 4,495,000 127,000

役員報酬（出席謝金） 204,000 204,000 0

勤労者福祉共済費 26,000 26,000 0

旅費交通費 20,000 20,000 0

通信運搬費 234,000 330,000 △ 96,000

会議費 10,000 10,000 0

消耗品費 30,000 100,000 △ 70,000

修繕費 33,000 30,000 3,000

使用料 321,000 321,000 0

印刷製本費 22,000 45,000 △ 23,000

手数料 11,000 23,000 △ 12,000

燃料費 56,000 56,000 0

賃借料 1,054,000 1,054,000 0

保険料 65,000 50,000 15,000

諸謝金 42,000 42,000 0

租税公課 33,000 33,000 0

支払負担金 25,000 25,000 0

委託費 2,027,000 1,027,000 1,000,000

雑費 166,000 251,000 △ 85,000

当期支出合計　（Ｃ） 361,923,000 336,253,000 25,670,000

当期収支差額　（Ａ－Ｃ） △ 4,757,000 △ 2,740,000 △ 2,017,000

次期繰越収支差額　（Ｂ－Ｃ) 0 0 0
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資金調達及び設備投資の見込みについて 
（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで） 

 

 

 

（１）資金調達の見込みについて 

    

   期中における資金の借入れの予定はありません。 

 

 

（２）設備投資の見込みについて 

 

   期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。 

 

 

 

 

                                  以上 
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